
公益財団法人への移行に向けた定款の変更及び各種規程類の改正について 資料１

公益財団法人への移行について、令和６年２月26日に開催された公益認定等審議会において、公益認定に関し適合の答申がなされた。

令和６年４月１日からの公益財団法人への移行に向け、定款の変更及び各種規程類の改正を行う。

番号 改正等を要する規程類名 主な改正等の内容

１ 定款 法人名称の変更、会計監査人設置に伴う決算書類等の取扱いの変更

２ 役員等懲罰規程 法人名称の変更、定款変更に伴う所要の文言整理等

３ 役員等懲罰指針 法人名称の変更

４ 評議員会運営規程 法人名称の変更、定款変更に伴う所要の文言整理等

５ 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 法人名称の変更、定款変更に伴う所要の文言整理等

６ 役員等旅費規程 法人名称の変更



公益財団法人東京 2025世界陸上財団 定款 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京 2025 世界陸上財団 定款 

 

（名称） 

第1条 当法人は、公益財団法人東京 2025 世界陸上財団と称する。 

 

第 2 条～第 8 条（現行のとおり） 

 

（事業報告及び決算） 

第 9 条 １（現行のとおり） 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第３号、第 4 号、

第 6 号及び第 7 号の書類については、定時評議員会に報告するも

のとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則第 64 条において準用する同規則第 48 条に定める要件

に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への

報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 

３（現行のとおり） 

 

第 10 条～第 53 条（現行のとおり） 

一般財団法人東京 2025 世界陸上財団 定款 

 

（名称） 

第 1 条 当法人は、一般財団法人東京 2025 世界陸上財団と称する。 

 

第 2 条～第 8 条（略） 

 

（事業報告及び決算） 

第 9 条 １（略） 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第３号、第 4 号、第

6 号及び第 7 号の書類については、定時評議員会に提出し、第１号

の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認

を受けなければならない。 

 

 

３（略）  

 

第 10 条～第 53 条（略） 

 



公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰規程 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の法令遵守及び事業執行の公正さに対して都民 

及び国民から不信を招く行為の防止を図り、もって当法人に対す 

る社会的な信頼を確保することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 本規程の適用対象者は、以下の各号の者とする（以下「役 

員等」という。）。 

一 定款第11条に定める評議員 

二 定款第24条に定める役員（理事及び監事） 

 

第３条～第４条（現行のとおり） 

 

（違反行為に対する処分の種類・内容）  

 第５条 当法人は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内 

容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行うことができる。  

一般財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、一般財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の法令遵守及び事業執行の公正さに対して都民 

及び国民から不信を招く行為の防止を図り、もって当法人に対す 

る社会的な信頼を確保することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 本規程の適用対象者は、以下の各号の者とする（以下「役 

員等」という。）。 

一 定款第10条に定める評議員 

二 定款第23条に定める役員（理事及び監事） 

 

第３条～第４条（略） 

 

（違反行為に対する処分の種類・内容）  

 第５条 当法人は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内 

容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行うことができる。  



一 解  任 定款第12条、第29条に基づき解任する。 

二 戒  告 始末書をとり将来を戒める。 

 

第６条～第８条（現行のとおり） 

 

（調査手続）  

第９条（現行のとおり） 

一 役員等（事務総長を除く。）に関する手続 

イ 事務総長は、総務部長に対し、その事案に関する調査を指 

示する。 

ロ 総務部長は、調査を行い、事務総長に調査結果の報告を行 

う。 

ハ 事務総長は、違反行為に対する当法人の処分が必要とされ 

たときは、審査委員会に対し、事実調査に基づく処分審査 

と処分案を付議する。 

二 事務総長に関する手続き 

イ 会長は、総務部長に対し、その事案に関する調査を指示す 

る。 

ロ 総務部長は、調査を行い、会長に調査結果の報告を行う。 

 

ハ 会長は、違反行為に対する当法人の処分が必要とされたと 

きは、審査委員会に対し、事実調査に基づく処分審査と処 

分案を付議する。 

一 解  任 定款第11条、第28条に基づき解任する。 

二 戒  告 始末書をとり将来を戒める。 

 

第６条～第８条（略） 

 

（調査手続）  

第９条（略） 

一 役員等（事務総長を除く。）に関する手続 

イ 事務総長は、総務企画部長に対し、その事案に関する調査 

を指示する。 

ロ 総務企画部長は、調査を行い、事務総長に調査結果の報告 

を行う。 

ハ 事務総長は、違反行為に対する当法人の処分が必要とされ 

たときは、審査委員会に対し、事実調査に基づく処分審査 

と処分案を付議する。 

二 事務総長に関する手続き 

イ 会長は、総務企画部長に対し、その事案に関する調査を指 

示する。 

ロ 総務企画部長は、調査を行い、会長に調査結果の報告を行 

う。 

ハ 会長は、違反行為に対する当法人の処分が必要とされたと 

きは、審査委員会に対し、事実調査に基づく処分審査と処 

分案を付議する。 



２及び３（現行のとおり） 

４ 事務総長又は会長は、処分審査が行われるに当たり、審査対象

者に対し、審査対象行為について可能な限り書面を交付するもの

とする。 

 

第10条～第18条（現行のとおり） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月12日から施行する。 

 

附 則 

本規程は、令和６年 月 日から施行する。 

 

 

２及び３（略） 

（新設） 

 

 

 

第10条～第18条（略） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月12日より施行する。 

 

（新設） 

 

 

 

 



公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰指針 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰指針 

 

（目的） 

第１条 本指針は、公益財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の評議員及び役員（以下「役員等」という。）が、 

役員等として遵守すべき義務に違反した場合の責任を明確にす 

るとともに、役員等の違反行為を未然に防止する目的から定める 

ものである。 

 

第２条～第７条（現行のとおり） 

 

附 則 

本指針は、令和５年７月12日から施行する。 

 

附 則 

本指針は、令和６年 月 日から施行する。 

 

 

一般財団法人東京2025世界陸上財団 役員等懲罰指針 

 

（目的） 

第１条 本指針は、一般財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の評議員及び役員（以下「役員等」という。）が、 

役員等として遵守すべき義務に違反した場合の責任を明確にす 

るとともに、役員等の違反行為を未然に防止する目的から定める 

ものである。 

 

第２条～第７条（略） 

 

附 則 

本指針は、令和５年７月12日より施行する。 

 

（新設） 

 

 

 

 



公益財団法人東京2025世界陸上財団 評議員会運営規程 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京 2025世界陸上財団 評議員会運営規程 

 

（目的）  

第１条 本規程は、公益財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）定款第16条第２項に基づき、評議員会の運営に 

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条～第７条（現行のとおり） 

 

 （決議） 

第８条（現行のとおり） 

２（現行のとおり） 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ご 

とに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補 

者の合計数が定款第 24条に定める定数を上回る場合には、過半 

数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 

するまでの者を選任することとする。 

 

第９条～第11条（現行のとおり） 

 一般財団法人東京 2025世界陸上財団 評議員会運営規程 

 

（目的）  

第１条 本規程は、一般財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）定款第15条第２項に基づき、評議員会の運営に 

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条～第７条（略） 

 

 （決議） 

第８条（略） 

２（略） 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ご 

とに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補 

者の合計数が定款第 23条に定める定数を上回る場合には、過半 

数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 

するまでの者を選任することとする。 

 

第９条～第11条（略） 



 

（事務局） 

第12条 

評議員会の事務局事務は、企画部がこれを行う。 

 

第13条（現行のとおり） 

 

附 則 

本規程は令和５年７月 12日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和５年９月 15日から施行する。 

 

附 則  

本規程は令和６年 月 日から施行する。 

 

別表 

１（現行のとおり） 

２ 定款第 21条に定める決議の省略 

一～四（現行のとおり） 

 

３ 定款第 22条に定める報告の省略 

一～三（現行のとおり） 

 

（事務局） 

第12条 

評議員会の事務局事務は、総務企画部がこれを行う。 

 

第13条（略） 

 

附 則 

本規程は令和５年７月 12日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和５年９月 15日から施行する。 

 

（新設） 

 

 

別表 

１（現行のとおり） 

２ 定款第 20条に定める決議の省略 

一～四（略） 

 

３ 定款第 21条に定める報告の省略 

一～三（略） 



公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京2025世界陸上財団  

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

 

（目的及び意義） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）定款第14条及び第30条の規定に基づき、役員及び 

評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めるとともに、 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48 

号）の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることを目的と 

する。 

 

 （定義等） 

第２条（現行のとおり） 

 一及び二（現行のとおり） 

 三 評議員とは、定款第11条及び第12条に基づき置かれる者をい 

う。 

 四及び五（現行のとおり） 

 

（報酬等の支給） 

一般財団法人東京2025世界陸上財団  

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

 

（目的及び意義）  

第１条 本規程は、一般財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）定款第13条及び第29条の規定に基づき、役員及 

び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めるととも 

に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律 

第48号）の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることを目 

的とする。 

 

（定義等） 

第２条（略） 

 一及び二（略） 

 三 評議員とは、定款第10条及び第11条に基づき置かれる者をい 

う。 

 四及び五（略） 

 

（報酬等の支給） 



第３条 当法人は、定款第30条の規定により、常勤の役員の職務遂 

行の対価として報酬及び賞与を支給することができる。 

２（現行のとおり） 

 

第４条～第10条（現行のとおり） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月 12日から施行し、令和５年６月 30日から

適用する。 

 

附 則 

本規程は、令和６年 月 日から施行する。 

 

別表１（現行のとおり） 

第３条 当法人は、定款第29条の規定により、常勤の役員の職務遂 

行の対価として報酬及び賞与を支給することができる。 

２（略） 

 

第４条～第10条（略） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月 12日から施行し、令和５年６月 30日から

適用する。 

 

（新設） 

 

 

別表１（略） 

 



公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等旅費規程 新旧対照表 

 

改正案 現行 

公益財団法人東京2025世界陸上財団 役員等旅費規程 

（目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の用務のため出張旅行し、又は当法人主催のイベ 

ント・会議等に出席する当法人役員等に支給する旅費に関し必要 

な事項を定めることを目的とする。 

２～３（現行のとおり） 

 

第２条～第14条（現行のとおり） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月 12日から施行し、令和５年６月 30日から

適用する。 

 

附 則 

本規程は、令和６年 月 日から施行する。 

 

別表１～２（現行のとおり） 

一般財団法人東京2025世界陸上財団 役員等旅費規程 

（目的）  

第１条  本規程は、一般財団法人東京2025世界陸上財団（以下「当 

法人」という。）の用務のため出張旅行し、又は当法人主催のイ 

ベント・会議等に出席する当法人役員等に支給する旅費に関し必 

要な事項を定めることを目的とする。 

２～３（略） 

 

第２条～第14条（略） 

 

附 則 

本規程は、令和５年７月 12日から施行し、令和５年６月 30日から

適用する。 

 

（新設） 

 

 

別表１～２（略） 

 


